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里
親
制
度
を
知
っ
て
く
だ
さ
い

　皆
さ
ん
は「
里
親
」と
い
う
言
葉
を
聞
い
て

ど
ん
な
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
か
？

　今
回
は
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く「
里
親
制

度
」に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　児
童
相
談
所
で
は
子
ど
も
に
関
す
る
た
く

さ
ん
の
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に

は
、や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、自
分
の
家

で
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
子
ど
も
も
い
ま

す
。こ
の
よ
う
な
子
ど
も
を
家
族
の
一
員
と
し

て
家
庭
に
迎
え
入
れ
、愛
情
を
込
め
て
養
育
す

る
人
を「
里
親
」
と
言
い
ま
す
。
里
親
に
は
次

の
三
つ
の
区
分
が
あ
り
ま
す
。

【
養
育
里
親
】親
と
一
緒
に
生
活
で
き
る
よ
う
に

な
る
ま
で
長
期
的
に
養
育
を
す
る
。
ま
た
は
、

数
日
か
ら
数
ヶ
月
の
短
期
間
だ
け
子
ど
も
を

あ
ず
か
り
養
育
す
る
。（
専
門
的
な
知
識
を

持
っ
て
養
育
す
る「
専
門
里
親
」を
含
む
）

【
養
子
縁
組
里
親
】養
子
縁
組
を
し
て
子
ど
も

の
養
親
に
な
り
養
育
す
る
。

【
親
族
里
親
】親
の
死
亡
、行
方
不
明
な
ど
の

事
情
に
あ
る
子
ど
も
を
、そ
の
祖
父
母
や
き
ょ

う
だ
い
が
養
育
す
る
。

　現
在
日
本
で
は
、自
宅
を
離
れ
て
施
設
な
ど

で
生
活
す
る
子
ど
も
が
約
4
万
6
千
人
。そ
の

う
ち
の
約
84
％
は
施
設
で
暮
ら
し
て
い
ま
す

が
、今
後
の
国
の
方
針
で
は
、里
親
な
ど
家
庭

で
養
育
さ
れ
る
子
ど
も
を
増
や
す
こ
と
に
し

て
い
ま
す
。

　一
人
で
も
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
家
庭
の
温

も
り
を
感
じ
な
が
ら
心
身
と
も
に
成
長
で
き

る
よ
う
に
、里
親
も
増
や
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　里
親
に
な
る
た
め
に
は
特
別
な
資
格
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
が
、研
修
の
受
講
が
要
件
と

な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
28
年
度
の
最
初
の
研
修

は
7
月
の
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。里
親
制

度
に
興
味
の
あ
る
方
は
出
雲
児
童
相
談
所
ま

で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

児童福祉施設の餅つきに里親がボランティアで参加

お
た
ず
ね
／
出
雲
児
童
相
談
所

☎
㉑
０
０
０
７

障害者差別解消法
知っていますか？

◎どんな法律？
　国や県・市町村などの役所、会社・お店などの事
業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく
障がいを理由として差別すること（不当な差別的取
扱い）を禁止し、合理的配慮を提供することを義務
（事業者は努力義務）とした法律です。

役所や事業者からの差別に関する相談、合理的配慮
に関する相談を受け付けます。相談の内容によって
は、関係機関と連携し対応します。
【窓口の場所・連絡先】 
福祉推進課　☎：21-6959　FAX：21-6598
メール：fukushi@city.izumo.shimane.jp

◎合理的配慮の提供とは？
　障がいのある方は、社会のなかにある障壁（バリア）
によって生活しづらい場合があります。合理的配慮の提
供とは、このバリアを取り除くために、何らかの対応を
必要としているという意思が伝えられた時に、負担が重
すぎない範囲で対応することを言います。
（例えば…書類を読み上
げたり、筆談で対応す
る。段差にスロープを付
ける。車いすのキャス
ターを上げるなど。）

　あいサポーターとは、特別な技術などを習得してサポート
するのではなく、障がいの特性や必要な配慮を理解して、
ちょっとした手助けを行う方のことです。意欲のある方なら、

「あいサポート研修」を受講することにより、誰でもなること
ができます。
　障がいを理解することで、適切な合理的配慮の提供にもつ
ながります。企業や地域の集まりでも「あいサポート研修」
を受講することができますので、お気軽にご相談ください。
【おたずね】出雲市社会福祉協議会　☎：23-3781

障がいを知り、
ともに生きるために

不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供

国や市役所 義務
（配慮しなければならない）

事業者（※） 努力義務
（配慮をするように努める）

※事業者には、企業、個人のお店のほか、NPO法人、社会福祉法人を含みます。

×
禁止

　あいサポーターとは、特別な技術などを習得してサポート

あいサポーター（障がい者サポーター）になろう！
これって差別？
誰かに相談したい… 　あいサポーターとは、特別な技術などを習得してサポート　あいサポーターとは、特別な技術などを習得してサポート

（
執
筆
：
出
雲
児
童
相
談
所
）

障がい者差別に関する
相談窓口にご相談ください！

が4月1日に施行されました


